
「とっとり若者ミーティング」では、テーマに設定した県政課題の
解決策について、多様な分野で活躍する若者が集まり、⼀緒に考え
議論しながら、県に提案を⾏っていただきます。⿃取県の未来につ
いて仲間と⼀緒に考え、あなたの声を県政に届けてみませんか︖

① 脱炭素ライフスタイルの促進
CO2等の排出削減について、各国が新たな目標を表明するなど世界的な動きが起きていますが、

「脱炭素」や「CO2削減」といっても具体的に何をすればいいのか分かりにくいため、家庭や個
人が行動を変える後押しにつながる脱炭素ライフスタイルの提案について考えていただきます。

② 令和時代の家庭内役割分担を考える
時代とともに社会は大きく変化していますが、固定的な性別役割分担の意識はさまざまな場面で

根強く残っています。そこで、誰もが地域や職場などでいきいきと活躍できる社会を目指すため、
性別に関わらない家事や育児等の分担を、一層促進するための方法について考えていただきます。

募集定員・任期・報酬等

・定員は1テーマ５名程度とし、任期は令和4年3月末まで

・ミーティング等に参加のつど、図書カード2,000円分と県の規定に基いて交通費を支給します。
※オンラインでの参加も含みます。

応募・選考方法
・応募期間は、令和3年6月21日(月)午後5時までとします。（必着）

・「とっとり電子申請サービス」のWEB申込フォームからお申込みいただくか、
応募用紙にご記入の上、郵送、ファクシミリ、電子メール、
または持参によりお申し込みください。（裏面参照）

・応募書類による書類審査を経て、決定します。応募者が多数となった
場合は、抽選により決定します。

その他

・応募に際して提出された情報は、メンバーの選考及び本ミーティングの実施に使用し、それ以

外の目的には使用しません。また、郵送又は持参により提出された応募用紙は返却しません。
・ミーティングは原則公開で行います。メンバーの氏名、発言内容、ミーティング風景等はウェ

ブページ等に公開する場合があります。

応募資格や活
動概要等、詳
しくはＷＥＢ
ページをご覧
ください⇩

とっとり若者ミーティング 検索

応 募
問合せ先

鳥取県令和新時代創造本部新時代・SDGｓ推進課
〒680-8570 鳥取市東町１－２２０
電話 0857-26-7644     ファクシミリ 0857-26-8111
電子メール sdgs@pref.tottori.lg.jp

WEB申込
フォームは
こちら⇒

令和３年度のメンバーを募集します

応募資格

・鳥取県在住、在勤又は在学中の４０歳未満の方（令和３年６月３０日現在）

・ミーティングに参加できる方（年間５～１０回程度を予定）
・応募者が所有するパソコン、スマートフォン等を使用して、指定のアプリケーション
（Cisco Webex Meetings）を用いたオンラインミーティングへ参加いただける方

・鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方



令和３年度とっとり若者ミーティング応募用紙 

●応募者情報                    

ふりがな 

氏  名 
 年 齢         歳 

 

 

自宅住所 
〒 

 

 

 

職  業 
※該当に○ 

してください 

会社員    公務員・団体職員等    自営業等    無職  

学生（学校名：          ）  その他（            ） 

 

 

 

電話番号 

自  宅  
 

 

携  帯  
 

 

電子メー

ルアドレス 
 

 

 

 

応募資格 

 

全ての条件を満たす必要がありますので、ご確認いただき☑をお願いします。 
□鳥取県内在住、在勤又は在学中で４０歳未満です。（令和３年６月３０日現在） 
□ミーティングに参加できます。（年間５～１０回程度を予定） 
□応募者のパソコン、スマートフォン等を使用して、指定のアプリケーション（Cisco 

Webex Meetings）を用いたオンラインミーティングへ参加できます。 
□鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではありません。 

 

特記事項 

（その他、県からの連絡方法や連絡が取れない時間帯等、自由にご記入ください） 

 

 

 

 
●希望するテーマ ※全体の希望状況によっては、応募者に相談の上調整させて頂く場合があります。 

希望する県政テーマを下の中から１つ選んで、その番号に○をしてください。 

１ 脱炭素ライフスタイルの促進 ２ 令和時代の家庭内役割分担を考える 
 

 

 

●テーマの希望理由・応募動機等（３００字程度） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

応募日 令和３年 ６月   日 


